
２０１４年度
（平成２6年度）
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難病の患者に対する医療等に関する法律の施行について

通常国会

新
法
成
立
（
５
月

23
日
）

○ 平成27年1月～：既存疾病と新規疾病（先行分）について、新たな医療費助成を実施
・ 新規疾病の指定には十分な準備期間が必要であり、平成27年夏から新たな制度の実施が想定されるが、できるだけ早い時期からの実施が望まれること

から、既存疾病と新規疾病の一部については、平成27年1月から前倒しで医療費助成を実施。

○ 平成27年夏～：新規疾病すべてについて、新たな医療費助成を実施
・ 新規疾病すべてについて、平成27年度の夏から医療費助成を実施。
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・政省令等による医
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定を行う。
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